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○長島町子ども医療費助成条例 

平成30年6月19日条例第22号 

長島町子ども医療費助成条例 

（目的） 

第１条 この条例は，子どもの保護者に対し，子どもに係る医療費の一部

を助成することにより，子どもの保健の向上及びその健やかな育成に寄

与し，もって子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（１） 乳幼児 ６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る者をいう。 

（２） 子ども １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある者（婚姻している者及び婚姻の届出をしていないが，事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を除く。）をいう。 

（３） 保護者 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条に規

定する者をいう。 

（４） 助成対象児 医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者で

ある子どもで，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づ

き，長島町の住民基本台帳に記録されているもの（当該子どもが修

学その他の理由により本町の住民基本台帳に記録されていない場合

で，当該子どもを現に監護している者が本町の住民基本台帳に記録

されているときは，当該子どもは本町の住民基本台帳に記録されて

いるものとみなす。）をいう。 

（５） 医療保険各法 健康保険法（大正１１年法律第７０号），船員保

険法（昭和１４年法律第７３号），私立学校教職員共済法（昭和２８

年法律第２４５号），国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２

８号），国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）及び地方公務

員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）をいう。 

（６） 市町村民税非課税世帯 保険給付があった月の属する年度（当

該給付のあった月 が４月から７月までの場合にあってはその前年

度）に，市町村民税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号））の規

定による市町村民税（同法第３２８条の規定により課せられる場合

を除く。）が子どもの属する世帯の世帯員の全てについて課せられて

いない世帯をいう。 

（７） 保険医療機関等 医療保険各法に規定する保険医療機関又は保

険薬局をいう。 

（８） 保険給付 医療保険各法の規定により，保険医療機関等におい

て受ける療養の給付，保険外併用療養費，療養費，家族療養費，訪

問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。 

（９） 一部負担金 医療保険各法の規定により，保険給付を受ける者

が負担すべき一部 負担金又はこれに相当するものをいう。 

（１０） 審査集計機関 保険給付に係る一部負担金等の審査及びデー

タの入力を行う機関  をいう。 

（対象者） 

第３条 この条例に基づく子どもに係る医療費の助成金（以下「助成金」

という。）の支給を受けることができる者（以下「対象者」という。）は，

本町に住所を有し，かつ，医療保険各法の規定による被保険者，被扶養

者若しくは組合員である子どもの保護者又は自ら医療費を負担している

子どもとする。ただし，これらの者が，次の各号のいずれかに該当する

ものであるときは，当該対象者から除くものとする。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けて

いる世帯に属する者 

（２） 長島町重度心身障害者医療費助成条例（平成１８年長島町条例

第１０８号）の規定  により，医療費の助成を受けることができ

る者（市町村民税非課税世帯の乳幼児を除く。） 

（３） 長島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例（平成１８年長島

町条例第９９号）の  規定により医療費の助成を受けることがで

きる者（市町村民税非課税世帯の乳幼児を除く。） 

（４） 子どもを現に監護している者が本町以外の住民基本台帳に記録

されている場合で当該地方公共団体から医療費の助成を受けること

ができる者 

（助成金の支給） 

第４条 町長は子どもが保険給付を受けたときにおいて，当該子どもに係

る対象者に対し，助成金を支給する。ただし，市町村民税非課税世帯の

乳幼児が保険給付を受けたときは，保険医療機関等（鹿児島県内のもの

に限る。）に助成金を支給することができる。 

（助成金の額） 
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第５条 前条の助成金の額は，月の初日から末日までの間における保険給

付に係る一部負担金の合計額に相当する額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる場合には，助成金は同項

の規定により算出して得た助成金の額から当該各号に掲げる額を控除し

た額とする。 

（１） 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付を受けることが

できる場合 当該医療に係る給付を受ける額 

（２） 医療保険各法の規定により高額療養費の支給を受けることがで

きる場合 当該支給される額 

（３） 医療保険各法の規定により付加給付を受けることができる場合 

当該付加給付を受ける額 

（４） 独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４年法律第

１６２号）の規定 により災害共済給付を受けることができる場合 

当該災害共済給付を受ける額 

（５） 保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものであり，か

つ，当該第三者から同一の事由により損害賠償を受けた場合 当該

損害賠償を受けた額 

３ 前項の規定にかかわらず，町長は，助成対象児に係る医療費の助成を

受ける者が当該助成に係る医療に関し医療機関に支払った証明手数料の

うち，証明１件につき５０円を限度として助成する。 

（受給資格の登録） 

第６条 対象者は，あらかじめ規則で定めるところにより，町長に申請し，

受給資格の登録を受けなければならない。 

２ 前項の規定により受給資格の登録を受けた者（以下「受給資格者」と

いう。）は，当該登録した事項に変更を生じたときは，規則で定めるとこ

ろにより，速やかに町長に届け出なければならない。この場合において，

受給資格者が自ら届け出ることができないときは，その事情を明らかに

して，他のものが届け出ることができるものとする。 

（受給資格者証の交付） 

第７条 町長は，前条第１項の規定による登録を行ったときは，受給資格

者に対して，子ども医療費助成受給資格者証（以下「受給資格者証」と

いう。）を交付するものとする。 

（受給資格者証の提示） 

第７条の２ 受給資格者は，子どもが保険給付を受けようとするときは，

当該保険医療機関等に対し，その都度，医療保険各法に規定する被保険

者等であることを証明する書面（以下「被保険者証」という。）及び受給

資格者証を提示しなければならない。 

（助成金の申請等） 

第８条 受給資格者は助成金の支給を受けようとするときは，診療月の翌

月から起算して２年以内に申請しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，受給資格者が前条の規定により，鹿児島県

内の保険医療機関等で保険給付を受けたときは，同項の規定による申請

は要しないものとする。 

（助成金の支払期限） 

第９条 町長は前条第１項の規定による申請を受理したときは，当該申請

のあった日の属する月の翌々月の末日までにその内容を審査の上，助成

金の額を決定し，受給資格者に支払うものとする。 

２ 受給資格者が前条第２項の規定による保険給付を受け，審査集計機関

から当該保険給付に係る費用額その他助成金の算定に必要な事項が町長

に通知されたときは，町長は当該通知を受理した日の属する月の翌々月

の末日までにその内容を審査の上，助成金の額を決定し，受給資格者に

支払うものとする。ただし，審査に疑義があるときは，この限りではな

い。 

（支給の停止） 

第１０条 児童に係る助成金は，児童の保護者及びその配偶者が助成金の

支給を受けようとする日において，その日の属する年（１月から９月ま

での間の支給を受けるようとする場合にあってはその日の属する年の前

年）の３月３１日までに納期が到来した町税その他の町の徴収金のうち

規則で定めるもの（以下「町税等」という。）を滞納している場合であっ

て，当該保護者にその児童に係る助成金を支給することが町税等の納付

の義務の履行に関し著しく公平を欠くと認められる場合として規則で定

める場合に該当するときは，町税等の滞納額が助成金との相殺等により

消滅するまでの間，停止するものとする。 

（助成金の返還） 

第１１条 町長は，助成金の支給を受けた受給資格者（以下「受給者」と

いう。）が，偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは，

当該支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

２ 受給者は，当該助成金の支給を受けた後において，第５条第２項各号

に規定する損害賠償等を受けたときは，支給を受けた助成金の限度にお

いて，町長の認定する額を返還しなければならない。 
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（未支払の助成金） 

第１２条 町長は，受給資格者が，第８条第１項の規定による申請があっ

た後に，又は第９条第２項の規定による通知を受理した後に死亡した場

合において，当該死亡した受給資格者に支払うべき助成金で，未支払の

ものがあるときは，町長が適当と認めた者に当該未支払の助成金を支払

うものとする。 

（受給権の保護） 

第１３条 助成金の支給を受ける権利は，譲り渡し，又は担保に供しては

ならない。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は，町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の長島町子ども医療費の助成に関する条例（以

下「新条例」という。）の規定は，この条例の施行の日以後の診療に係る

医療費の助成について適用し，同日前の診療にかかる医療費の助成は，

なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ 新条例第７条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必

要な手続その他の行為は，この条例の施行の日前においても，新条例の

例により行うことができる。 
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○長島町子ども医療費助成条例施行規則 

平成18年３月20日規則第60号 

改正 

平成19年１月19日規則第２号 

平成19年４月１日規則第15号 

平成21年１月20日規則第１号 

平成24年３月29日規則第２号 

平成24年12月18日規則第11号 

平成27年１月７日規則第１号 

平成30年６月19日規則第９号 

長島町子ども医療費助成条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，長島町子ども医療費助成条例（平成３０年長島町

条例第２２号。以下「条例」という。）の施行に関し，必要な事項を

定めるものとする。 

（登録申請） 

第２条 条例第６条第１項の規定により登録を受けようとする助成対

象者は，子ども医療費助成金受給資格者登録申請書（様式第１号）に

より町長に申請しなければならない。 

２ 前項の助成対象者が子どもと同居しないでこれを監護し，かつ，こ

れと生計を同じくするものであるときは，前項の申請書に別居監護等

申立書（様式第１号の２）を添付しなければならない。 

（受給者資格証の交付等） 

第３条 町長は，前条の申請があったときは，その内容を審査し，受給

資格を有すると認めるときは，これを登録し，子ども医療費助成金受

給資格者証（様式第２号。以下「資格者証」という。）を作成し，当

該申請をした助成対象者に交付する。 

２ 前項の受給資格者で，条例第２条第６項に規定する世帯については，

乳幼児医療給付受給資格者証（別記第２号様式の２ 以下，別記第２

号様式と併せて「資格者証」という。）を作成し、当該申請をした助

成対象者に交付する。 

３ 条例第６条第１項の規定により受給資格の登録を受けた者（以下

「受給資格者」という。）は，資格者証を破損，汚損，又は亡失した

ときは子ども医療費助成金受給資格者証再交付申請書（様式第３号）

を町長に提出し，資格者証の再交付を受けるものとする。 

（登録事項変更の届出） 

第４条 条例第６条第２項に規定する登録事項の変更の届出は，子ども

医療費助成金受給資格者登録事項変更届（様式第４号）に資格者証を
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添えて行うものとする。 

（助成金の支給申請） 

第５条 条例第８条第１項に規定する助成金の支給申請は，病院，診療

所，薬局その他の療養機関（以下「医療機関等」という。）の証明（医

療機関等が領収証を発行するときは，当該領収証）を付した子ども医

療費助成金支給申請書（様式第５号）に資格者証を添えて行うものと

する。 

（助成金額の決定） 

第６条 町長は，条例第９条の規定により助成金の額を決定したときは，

その旨を受給資格者に通知する。 

（受給資格者証の返還） 

第７条 受給資格者は，その資格を喪失したときは，速やかに受給資格

者証を町長に返還しなければならない。 

（電子計算システムへの記録及び保存） 

第８条 町長は，受給資格者の資格その他必要な事項を電子計算システ

ム（長島町電子計算機の管理運営に関する要綱（平成18年長島町訓令

第12号）第２条第１号に定めるものをいう。）に記録し，保存するも

のとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成18年３月20日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに，合併前の東町乳幼児医療費助成

条例施行規則（昭和63年東町規則第８号）又は長島町乳幼児医療費の

助成に関する条例施行規則（昭和48年長島町規則第９号）の規定によ

りなされた処分，手続その他の行為は，それぞれこの規則の相当規定

によりなされたものとみなす。 

附 則（平成19年１月19日規則第２号） 

１ この規則は，公布の日から施行し，平成19年３月１日以降の診療分

から適用する。 

２ この規則の施行の際，現に改正前の長島町乳幼児医療費助成条例施

行規則に規定する様式により作成されている用紙は，当分の間，必要

な調整をして使用することができる。 

附 則（平成19年４月１日規則第15号） 

この規則は，平成19年４月１日から施行し，同日以降の診療分から適

用する。 

附 則（平成21年１月20日規則第１号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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附 則（平成24年３月29日規則第２号） 

この規則は，平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年12月18日規則第11号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成27年１月７日規則第１号） 

この規則は，平成27年４月１日から施行する。 

  附 則（平成30年６月19日規則第９号） 

１ この規則は，公布の日から施行し，平成３０年１０月１日以降の

診療分から適用する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の長島町乳幼児医療費助成条例

施行規則に規定する様式により作成されている用紙は，当分の間，必要

な調整をして使用することができる。 


